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1.序 論

商法及び税法において会社分割制度が整備されてから約2年 が経過 した。こ

れ以降急速 な勢いで企業 の再編成及び会社分割が行われている。東京商工 リ

サーチの2002年4月12日 付の特別解析記事 によると1),施 行開始の2001年4月

から2002年3月 末までの1年 間に,会 社分割公告を官報 に掲載 した分割会社

(「会社分割制度」利用企業)は538社 にのぼった。分割会社538社 の うち,東

京証券取引所および各証券取引所,ジ ャスダック市場(店 頭市場),ナ スダッ

クジャパ ン市場の上場会社は84社 だった。またこれらの子会社および関連会社

は138社 にのぼ り,合 わせて222社(構i成 比41.2%)と なった。

東京商工 リサーチは自社の企業データベース と照合 した上で,分 割会社538

社のうち462社 を特定 し,そ の企業の産業別の分布や資本金の分布,業 歴,従

業員規模別,売 上高分布を調査 した。 この調査によると,会 社分割制度は製造

業においてよく利用 され(製 造業が119社;構 成比25.7%),資 本金別では,資

本itrS,OOO万 円未満の企業が161社(同34.8%)と 高かった。また業歴別では,

設立30年 以上の会社が249社(同53.8%)と 過半数を占めた。従業員規模別では,

1万 人以上が19社,5,000人 以上1万 人未満が14社 となったdこ れに対 して50

人未満 は,153社(構 成比33.1%)と 全体の3割 を占め,従 業員規模か らみて

も中小企業の利用が目立つ。

1)記 事 の 詳 細 に つ い て は 以 下 の ア ドレ ス を参 照 。

http://www.tsr-net.co.jp/topics/kaiseki/2002/0301.html
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売上高別では,10億 円未満の会社が127社(同27.4%)と,こ ちらも規模 と

してはそれほど大 きくはない企業が利用 しているという結果 となった。以上を

踏まえてこの記事は次のように締め くくっている。

主に大企業向けとみ られがちだった 「会社分割制度」は,予 想以上に

中小企業の積極的な利用が目立った。一定の要件 を満たせば税制上の

優遇措置 を受けられることも影響 した。事業拡大や事業承継 など工夫

しだいで様々な再編に活用できることか ら,今 後 も 「会社分割制度」

利用企業の増加が見込まれる。

この記事に示 されるように,中 小企業が自社事業の再編 ・再統合を目的とし

て活発 に会社分割制度を活用 している。我が国は中小企業の割合が高 く,会 社

分割制度が今後 ますます利用される可能性は高い。その一方で会社分割に係る

公式な会計基準はまだ未整備 なのが実情である2)。もちろん,あ る程度の指針

は存在する。 日本公認会計士協会(JICPA)会 計制度委員会研究報告第7号 「会

社分割に関する会計処理」(以 下研究報告)が 現時点における事実上の会計基

準の役割を果たしている。そこで本稿 は研究報告の内容 を踏まえなが ら,会 社

分割を通 じて財務諸表及びその実態はなにを反映するようになり,な にを向上

させるのかについて検討 してい く。

2.会 社分割手法 と会計処理

1998年 より今 日にわた り,日 本では急速な会計制度改革(一 般に会計ビッグ

バ ンと呼んでいる)を 実施 して きた。これによって 日本の企業会計は国際水準

に近づいた とされる。その一方で改革されなかったのは企業結合(合 併 ・買収)

と分割に関する会計基準である。 しかし,企 業結合 ・分割 についての正式な会

計基準はまだ公表 されていない ものの,企 業組織の再編を円滑に行 うための商

2)平 成15年4月4日 付日本経済新聞によると,企 業会計審議会は企業合併の会計

処理を原則時価評価方式に統一する方針を固めたとのことである。この方針に
基づ く会計基準が近い将来公表されることになる。
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法 と法人税法における整備は完了した と理解 される。商法 と税法の整備 により,

組織 の再編成(リ ス トラクチ ャリングrestructuring)を 柔軟 に取 り組める環

境は整ったといえるだろう。平成13年4月 より施行の商法において会社分割制

度はスター トしている。

こうした状況をふ まえ,2001年5月 に日本公認会計士協会内に設置される会

計制度委員会か ら先述の研究報告が公表 された。現時点においては研究報告が

会社分割の事実上の会計基準である。以下,当 該研究報告をふまえて,会 社分

割会計について見てい く3)。

2.1会 社分割とは

(会社分割 とは)あ る会社(分 割会社)の 営業の一部または全部を他の会社

(承継会社)に 承継 させ,対 価 としての株式を分割会社ないしは分割会社の株

主が取得することをいう。

「分割」 とは分割会社側か らみた用語であ り,承 継会社側からすると承継 し

た事業を既存の事業 と 「結合」 させる意味を持つ。
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3)な お文 中 に お いて段 落表 現 が為 され て い る と きは,

してい る。

当該研究報告内の番号を指
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会社分割は分割会社の営業 を承継会社に承継させ ることを意味する。 この際

承継会社が既存の会社である場合を 「吸収分割」 という。一方分割を機に新た

に設立 した会社に営業を承継す る場合を 「新設分割」 とい う。図1か らも明 ら

かであるが,吸 収分割は結合(合 併 ・買収)と 実質的に相違ない。

会社分割では営業承継の対価 として承継会社の株式が発行される。この株式

が分割会社に割 り当て られる場合 を 「分社型分割」または 「物的分割」という。

この株式が分割会社の株主に割 り当てられる場合を 「分割型分割」または 「人

的分割」 という。

以上を組み合 わせる方式,す なわち分割会社 と分割会社の株主の両方に株式

が割 り当てられる形式 を 「折衷型」 という。割 り当てられる株式が分割前の保

有割合 に応 じて割 り当てる形式 を 「按分型」 とい う。割 り当てられる株式が分

割前の保有割合 と異なる割合で割 り当てる形式を 「非按分型」 という。以上を

X社 株主

X社

⊂Y社株主〕

↓

Y社

⇒
⊂x社株主)

↓ ↓

⊂Y社株主)

X社 → Y社

図2会 社分割の4類 型4)

4)加 賀 谷 ・伊 藤[2002]及 び伊 藤[2003]566頁 の 図表14-1を 参 考 に作 成 した。

なお,こ の4類 型 以 外 に,薪 設分 割 で あ るがZ社 株 式 をX社 株 主 とX社 両 者 に

割 り当 て る新 設分 割 折 衷型,吸 収 分 割 で あ るがY社 株 式 をX社 株 主 とX社 両者

に割 り当 て る吸 収分 割折 衷型 もあ る。 詳細 は研 究報 告par.26と27を 参照 。
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組み合わせ ると次の図2の ように類型化 される。
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2.2会 社分割と会計処理法の類型

会社分割に当た り分割会社が移転する営業に対す る支配を喪失して承継会社

が支配を獲得するケースがある。これを 「支配の移転」と呼ぶ。支配の移転が

みられた ときは,分 割会社及び承継会社において,移 転する資産及び負債 を売

買処理法 によって処理す る(par.29)。 分割会社が引 き続 き(ま たは他社 と共

同で)支 配 を維持するケースがある。これを 「支配の継続」 と呼ぶ。支配の継

続がみ られたときは,分 割会社及び承継会社 において,移 転する資産及び負債

を簿価引継法 により会計処理す る(par.29)。

企業結合

取得か

一→ 欝 → 簿緬引継浅

一一為翻 簿鯉引継綴
駒

一→ 聡 一→
、擁翼無磯諜

鵬 翻 簿価引継法
⑲

図3会 計 処理 法 の判 定(par.30)
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以上を前提 とした上で,ど のような形態に対 していかなる会計処理を適用す

るかをChart表 示 したものが次の図③である。

承継会社が支配を獲得する場合(支 配の移転)と,分 割会社が引 き続 き(又

は他社 と共同で)支 配を維持する場合(支 配の継続)と がある。連結集団内で

新設分割ないし吸収分割を行った としても,株 主の立場から見れば実態に変化

はない と判断される。それ故,支 配は継続 していると判断できるので簿価引継

法が適用 される。また単独新設分割は,分 割会社の営業の全部又は一部を新設

会社 に移転 させる単独行為 と考えられる。つまり取得会社 も=被取得会社 も存在

しないため,支 配の移転は生 じ得 ない。支配は継続 しているのだか ら,先 と同

様 「簿価引継法」が適用される(par.28)。

簿価引継法 とは,会 社分割において,分 割される前の各当事会社の支配が分

割後 も継続 されることか ら,当 該当事会社の保有する資産及び負債を,そ の帳

簿価額で結合する方法である。 したがって分割会社では移転する資産及び負債

を,分 割 日にその帳簿価額をもって分離することになる(par.30)。

会社分割 といっても吸収分割 と共同新設分割5)は企業結合すなわち合併に該

当する。その場合一定の判断基準 に従って,資 産及び負債の分割と承継が支配

の移転 を意味する 「取得」なのか,あ るいは支配の継続を意味する 「持分の結

合」なのか判断する必要がある。

「取得」 とは結合当事会社のうち,い ずれかの会社 について取得会社 を識別

できる企業結合 をいい,一 般に多 くの企業結合では,会 社の一つが他の会社の

純資産及 び経営に対する支配を獲得することになる(par.6)。 こうした場合

では取得会社 を識別することは可能である。吸収分割の場合は結合前の承継会

社又は分割会社 のいずれかが取得会社 となる。また共同新設分割の場合は複数

の分割会社のうち,い ずれかが取得会社 となる。ただ し,吸 収分割又は共同新

設分割の経済的実態が,承 継会社において 「取得」と判定されるときには,吸

収分割又は共同新設分割を資産の購入 と同様に考える。こうしたケースのこと

5)共 同新設分割とは2社 以上の国内分割会社が共同して新設会社を設立すること

をいう。これは従来合併会計の分野で新設合併といわれていた形態を指す。
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を 「逆取得」 と呼んでお り,取 得 した資産負債 について売買処理法を適用する

(par.7)o

分割会社の株主が,吸 収分割の場合は承継会社の株主と,共 同新設分割の場

合は他の分割会社の株主 と,そ れぞれの分割前の会社(ま たは営業)に 対する

支配 を結合 し,分 割後の承継会社のリスクと便益 を共有する場合であって,か

つ,分 割前のいずれの会社 も取得会社 として識別で きないもの 「持分の結合」

という(par.8)。

支配の移転が生 じた場合,会 社分割の会計処理法は売買処理法が適用 される。

売買処理法とは会社分割により移転する分割会社の営業が,承 継会社に 「取得」

されたと判断される場合,会 社分割によって,移 転する資産及び負債が 「売買」

されるものとして会計処理が行われる方法である(par.31)。 この方法 による

と,承 継会社における分割前 に有 している資産 と負債,分 割 日に取得 した資産

と負債,分 割会社が分割 日において承継会社に移転 した資産負債についての評

価 は次のように扱われる。

σ 〉

じ
瞬

簿価額で分離 し,こ れと時価による譲渡価額 との

差額を営 業 移 転 損 益 として認識する。

騰饗雛簸

撫 鰻 難 負債

公正な評価額イこよ駄
'評価する。

聾

従来の支配が
継続しているので

帳簿価額で'

評価するξ.'
ヤ ウ

図4売 買処理法の会計処理6)

6)こ の 図 は 山 上[2002],138頁chart.39を 参 考 に した 。
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以上やや錯綜 してきたので,整 理してみると次の図のように表すことが出来る。

機 批労欝の
彩態起
禽欝編灘

懸 畿r>'

羅 謝 口⇒
図5会 社分割の形態と会計処理

3.過 去 の研 究

会 社 分 割 を通 じて 企 業 は 組 織 の再 編 成 を進 め る。 こ の た め 欧 米 の 実 務 に お い

て は古 くか ら会 社 分 割 を多 用 して,不 採 算 部 門 の 閉 鎖 ・売 却 を通 じて 収 益 力 の

向 上 が 図 られ て きた 。 そ の 手 法 が 合 併 買 収 と共 通 す る こ とか ら,以 上 をす べ て

組 み合 わせ てM&A&Dと 扱 わ れ る こ とが 多 い。 これ に対 して 日本 で は 会 社 分

割 を会 計 上 の 側 面 か ら扱 う研 究 は少 な か っ た7)。

欧 米 で は 会 社 分 割 を対 象 と し た 調 査 は 数 多 く行 わ れ て き た(Baldwinand

Bhattacharyya[1991】,Slovirしetal.[1995],KaiserandStouraitis[1995],Erick-

son[1998],Maydew,etal.[1999],Krishnaswami,andSubramaniam[1999],

EricksonandWang[2000】,ClubbandStouraitis[2002])。 そ の 蓄 積 は 豊 富 で 参

考 に な る もの も多 い 。 こ う した 諸 研 究 を大 ま か に分 類 す る と,① 会 社 分 割 の 動

機 を探 る調 査 と,② 会 社 分 割 情 報 に 対 す る市 場 の 反 応 の 調 査,③ 租 税 制 度 が 会

社 分 割 の 方 法 に 与 え る影 響 を調 査 した もの な ど に分 け られ る。

7)こ れについては制度として会社分割が整備 されてこなかった点が原因と考えら

れる。平成13年 に商法と法人税法においてこれまでバラバラに存在していた会

社分割制度が統一された。これによって制度の透明性が高まり,柔 軟に取り組

みやす くなったといえる。特に税制面の改正が大きいように思われる。
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会社分割 の動機調査 の一例 としては,KaiserandStouraitis[1995】,Krish-

naswamiandSubramaniam[1999]等 が挙げ られる。KrishnaswamiandSub-

ramaniam[1999]の 仮説は,企 業分割の一形態であるスピン ・オフは企業の将

来キャッシュフローや個 々の事業部門の効率性 について,企 業内外で生 じる情

報の非対称性(informationasymmetry)を 解消するために行われるとい うも

のであった。検証結果 として,情 報の非対称が強い企業ほどスピン ・オフを行

う傾向にあることがわかった。 また高い成長可能性をもつ企業,流 動性の乏 し

い企業ほどス ピン ・オフを行うことが示された。スピン ・オフは情報の非対称

を削減 し,情 報効率性を向上するのに有効であるとの指摘 は彼 らもしている。

会社分割情報 に対する市場反応の調査 としては,Slovin,etal.[1995]が 挙げ

られる。Slovin,etal.[1995】 は既存の事業部門を分離することによる新設分割

を株式カーブアウ ト(EquityCarve-out),ス ピン ・オフ(Spin-off),セ ルオ

フ(AssetSell-off)に 分類 している。彼 らによると,株 式カーブアウ トとは子

会社株式公開(initialpublicofferings)を 通常意味す る。典型的な株式力■一…プ

アウ トでは,分 割会社は子会社の支配権は維持 し,株 式公開によって創業者利

得を得る。分割会社 としての子会社 に対する支配権は弱 まるものの,子 会社の

自律性はそれほど強 くないのが特徴である。スピン ・オフは外部資金調達を一

切行わない形で,分 割会社の一部門を分離 し,新 規発行株式を既存の株主に対

して交付する手法である。分割型新設分割 とスピン ・オフは類似する。彼 らは

ス ピ ン ・オ フを,子 会社 の所有権 を親会社 に分配す る非課税 の株式配 当

(stockdividend)と 位置づける。セルオフは,分 割会社が個々に子会社 を第

三者に売却するものである。 これにより,関 係する資産の支配を別の企業に移

転 し,株 式 を新規発行せずに資金調達できる。 こうした3形 態の新設分割は市

場に様々な情報 を持ち込むので,KrishnaswamiandSubramaniam[1999]と

同様,新 規情報に対する株価の反応を検証 したと考えられる。新設分割の公表

は,市 場 に対 して非コア事業 は切 り離 し,コ ア事業に対 して優先的に投資を進

めるという経営者の将来見通 しを語ることになるため,プ ラスの情報効果が期

待で きる。検証の結果,い ずれの新設分割を公表することについても市場 は好
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意的なシグナルと捉えていたことが明 らかになった。特に株式カーブアウ トは

市場からの資金調達を行 うことから,も っとも株価に対 してのプラスの効果を

持つ ことが示 された。

租税制度が会社分割の方法に与える影響を調査 したものとして代表的なもの

に,Erickson[1998】 やMaydew,etal.[1999]な どが ある。Maydew,etaL

【1999]は課税 される会社分割(非 適格分割)と 非課税の会社分割(適 格分割)

のそれぞれを対象に,税 務 コス トがかかってもそれで も課税 される会社分割形

態を選択するのはなぜかという問題を調査 した。彼 らは次の4仮 説 にしたがっ

て検証を行 った。第1の 仮説は,租 税コス トは無視するほど僅少(negligible)

であるというものである。第2の 仮説は租税規定があまりに厳格であるが故 に,

会社分割に対 して非課税の方法を選択する余地が実質的に存在 しないと言 うも

のである。第3の 仮説は課税 される会社分割を実施したことによる対価 は非課

税の会社分割を実施 したことによって得 られる価値 よりも大 きい というもので

ある。第4の 仮説は財務報告 によって得 られる便益が大 きいため,租 税 コス ト

を負担 しても非適格会社分割 を選択するというものである。検証結果から分か

ったことは,税 務コス トは決 して僅少ではな く,ま た第2仮 説にあるほど租税

規定(IRC§335及 び338(h))は 厳 しいものではないとい うものである。確 か

にIRC335等 は非課税 の会社分割を実施する場合についてい くつかの要件 を規

定している8)。彼 らの結論としては,経 営者は租税 コス トを上回る対価が得 ら

8)須 田[1994]に よ る と,非 課税 で あ るた め の条 件 は6つ あ る。 第1に,分 割 会

社(以 下 親 会社)が そ の株 主 に分 配す る もの は,分 配 直 前 に80%以 上 所 有 して

い る承継 会 社(以 下 子 会社)の 株 式 また はそ の他 の有価 証 券 で な け れ ば な らな

い(§335(a)(1)(A))。 第2に,当 該分 配 が親 会社 も し くは子会 社 の利 益 の分 割 を

主 目的 とした もの で あっ て はな らな い(§335(a)(1)(B))。 第3に,親 会社 株 主 は

分 割 後 も親 会社 及 び子 会社 の支 配 を継 続 して い なけ れ ば な らな い。 第4に,5

年 間 の事業 活動 の条 件が 満 た され なけれ ば な らない(§335(b)(1)(1)(A))。 第5に,

親 会社 は子 会社 の支 配 を行 う に足 る株 式 数 を分 配 しな けれ ば な らな い。 親 会社

が そ の 一部 しか子 会 社 の株 式 又 は そ の他 の有 価 証 券 を所 有 しない 場合 は,そ の

所 有 が租 税 回避 目的で あ って は な らない(§335(a)(1)(D))。 第6に,分 配 は親会

社 株 主 の親 会社 に対 す る持 分 と同率 で あ る必要 はな い(§335(a)(2))。 しか し,

そ の場 合 はIRS(内 国歳 入庁)は 実質 的 に贈 与 又 は何 者 か に対 す る報 酬 支払 い
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れるか らこそ,課 税 される会社分割形態を選択するというものであった。課税

される会社分割形態を選択することは市場 を通 して実施されるため,結 果 とし

て企業そのものの情報効率性を向上させる。これにより,売 却価額に追加のプ

レミアムが生 じる。このプレミアムは財務内容の透明性が向上 し,将 来キャッ

シュフローの改善を予想 させる追加情報が市場に流出することによって生 じた

ものと推測される。

以上い くつかの研究をサーベイした結果,会 社分割は企業価値 を高めるのに

貢献 していることがわかる。また租税制度は会社分割の方法選択にある程度影

響を及ぼす ものの,そ れ以上の企業価値を生み出す場合 は税制上の有利不利は

ある程度度外視 して実施 されると指摘する。とはいえ,必 ず しも明確 になって

いない点も多い。

こうした理解 を踏まえて,本 稿では 「会社分割を行 うことによって財務情報

の透明性が向上する」 という仮説 を立てる。この仮説 をもとに,モ デル分析 を

以下行 う。

4.モ デル分析

過去の研究をサーベイすることにより会社分割は市場に対 して新規の情報を提供

する機能を果たしていることが分かる。一方で研究報告によると,企 業集団内にお

ける会社分割は企業実態はなんら変化 しないとの前提があるため,簿 価引継法が適

用される(par.92)。 結果として連結財務諸表においては特に変化は見られず,個 別

財務諸表の申でのみ変化が生じる。となると,連 結集団内で組織再編成を行ったと

しても,連 結財務諸表上はなんら変化は見られないと解釈 されうる。しかしそこに

は従来会社分割の議論の中で見落とされてきた,将 来へ向けた情報効率性の改善と

の有無を調査 しなければならない(§356(f))。IRCの 規定は詳細かつ厳格であ

るものの,我 が国の適格分割要件(法 人税法施行令4条 の2)と 比較しても,

非按分型の会社分割も非課税対象となる点なども踏まえてまだ柔軟であると判

断できる。
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いう観点が見られるのである。これを明らかにするためにモデルを利用 して,会 社

分割によって会社の将来についての透明性が向上するという現象 を説明す る9)。

設 例

X株 式会社は食肉加工部門 と食肉流通部門及び販売部門の3事 業部か らなる

商社である。 しか し昨今の食肉偽装事件の影響か ら食肉加工部門と食肉流通部

門の業績不振が深刻な状態になってきた。そこで両部門から撤退 し,食 肉販売

業に専念する戦略をもとに,会 社分割を実行 した。

その際,X社CEOは 業績不振部門であって も欠損金は節税効果を持つこと

か ら,完 全撤退は行わず,分 割型分割を実施 して持株会社のもとで業務は継続

する選択肢を選んだ。一方で会社分割 を実施す る際に,食 肉加工部門の諸資産

に対 し減損会計 を適用 し,含 み損を一掃することにした。

食欝
簸籟郵門

図6会 社分割の概要

9)本 節 の設例 は新 日本 監査 法 人編[2002]及 び 山上[2002]を 参 考 に して作 成 した。

なお,文 中に おけ る一切 の誤 りの責任 は筆 者 にあ る。



会社分割会計制度の背後にある意味321

分割スキームとして,食 肉加工部門と流通部門は新設するY株 式会社に承継

することにした。Y社 は持株会社 に全株式を割 り当てることにした。

X社 …分割会社

連結企業集団を形成

図7会 社分割後形成される企業集団

このケースは分割型新設分割にあたるが,簿 価引継法 を用いるか売買処理法

を用いるかは,「支配の移転」が生 じたか 「支配は継続」 しているかの判定が

必要である。

Y社 の新設はX社 の食肉加工 ・流通部門からの撤退を意味する。 しか しY社

は持株会社のもとでX社 と企業集団を形成する 「単独新設分割」であるため,

リスクと便益は継続 している と判断される。 このことから,通 常,持 株会社の

支配は 「継続」 していると判断されるため食肉加工 ・流通部門の分割は簿価引

継法 による処理が妥当である(par.64)。X社 の貸借対照表及び資産負債の簿

価及び時価は以下の通 りである。
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図8X社 貸借対照表(分 割前)

(単位:百 万 円)

食肉加工部門
事業資産

8,000 負債 7,500

食肉流通部門
事業資産

2,000 資本金 4,500

食肉販売部門
事業資産

5,000 資本準備金 1,800

その他の剰余金 1,200

15,000 15,000

図9分 割 ・承継する財産概要

(単位:百 万 円)

資 産 負 債 備 考

食肉加工部門事業 8,000 3,500
資 産 には含 み損

300が あ った。

食肉流通部門事業 2,000 1,500

差 し引き 10,000-5,000=5,000

【X社 の仕訳】

●分割 日前 日:食 肉加工部門事業に減損会計を適用 し,含 み損を一掃 した。

(加工部門事業資産評価損)300(加 工部門事業資産)300

●分割 日当日

(負 債)5,000(加 工部門事業資産)7,700

(分割仮勘定)4,700(流 通部門事業資産)2,000

●Y社 発行株式を持株会社が取得 した日

(資 本 金)3,000(分 割仮勘定)4,700

(資本準備金)1,200

(その他の剰余金)500
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【Y社 の仕訳】

●分割 日当日

(加工部門事業資産)7,700

(流通部門事業資産)2,000

●Y社 発行株式を持株会社が取得 した日

(分割仮勘定)4,700

(負 債)

(分割仮勘定)

(資 本 金)

(資本準備金)

(その他の剰余金)

323

5,000

4,700

3,000

1,200

500

なお,本 来であれば 「分割契約書」に従 って資本金等は決定 されるが,比 例

的に決定されると仮定する。これによってX社 とY社 は分割 し,そ れぞれ別個

の貸借対照表が作成できる。

図10X社 貸借対照表(分 割後)

(単位:百 万 円)

食肉販売部門
事業資産

5,000 負債 2,500

資本金 1,500

資本準備金 600

その他の剰余金 400

5,000 5,000

この会社分割及びその仕訳,結 果として作成された貸借対照表からどのよう

な企業戦略が読み とれるであろうか。
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図11Y社 貸借対照表(分 割後)

(単位:百 万 円)

(加工部門事業
資産)

7,700 (負債) 5,000

(流通部門事業
資産)

2,000 (資本金) 3,000

(資本準備金) 1,200

(その他の剰余金) 500

9,700 9,700

この会社分割はスピン ・オフといわれるものである。スピン ・オフの一般的

なね らいである事業 リスクの分散は,会 社分割によって達成 され,X社 の信用

リスクはヘッジされた。またX社 にとってコァ事業とはいえない食肉加工 ・流

通部門を分離 した結果,X社 の将来性が向上すると予想できる。一方で,食 肉

加工 ・流通部門か ら完全に撤退 したのではなく,企 業集団内に残 したという点

から,リ ス トラクチャリングによる業績回復の可能性あ りとの判断が推測で き

る。この他,租 税面か らいえば,Y社 は100%子 会社にあるため,連 結企業集

団としては納税額最小化に向けた連結納税制度に基づ く税務戦略が遂行 されて

いる。結論 として,こ の会社分割はグループリス トラクチ ャリング戦略の一環

として遂行 され,企 業集団全体の価値創造へ向けた経営者の意志が確認される。

5.透 明性 とは

ここ数年来実施 されてきた会計ビッグバンは会計制度を大 きく変化 させるこ

とによって,財 務諸表の 「透明性」を向上させようとする試みであったといえ

よう。 とはいえ,新 聞紙上を頻繁ににぎわすこの透明性 という用語はどういっ

た意味を持つのだろうか。一般に透明性(transparency)と は企業の経営実態

を外部利害関係者が容易に知ることができる状況をいう。問題は 「容易に知る
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ことができる」のは何か という点である。

退職給付会計,金 融商品会計,減 損会計を導入することによって企業の現時

点での透明性,す なわち現時点における当該企業の経営実態 を明 らかにするこ

とが出来るようになった。 この現在時点での経営実態が明らかな状況を 「実態

の透明性」(transparencyofcorporatesubstance)と 呼ぼ う。財務報告に反

映される企業実態 を利害関係者が明瞭かつ客観的に把握することが可能となる

状況をいう。前節の設例に示 したが,分 割 した営業 に減損会計 を適用 した結果,

評価損を計上 したのは実態の透明性を高めた結果 と理解できる。こうした会計

処 理 は,現 在 の実 態 を明 らか にす るこ とを目的 とす る(present-oriented

transparency)。

ただ透明性 には複数のフェーズを捉えることができる。それも会計処理のみ

な らず,さ まざまな情報を詳細 に開示することを通じてその企業の将来にわた

る実態を明らかにする可能性 もある。本稿で扱った会社分割や税効果会計はそ

の一例 で あ り,米 国企業 の年 次報 告書 に見 られ る経 営者 の討 議 と分析

(managementdiscussionandanalysis)も それに含 めていい。まさに将来へ

向けた情報効率性の改善 という観点から指摘できる透明性である。透明性 を掲

げるならば,現在の透明性 と同時に将来性を視野においた透明性 も指摘で きる。

ここでいう透明性は先の透明性か ら区別する目的か ら別の呼称を与えたい。

これを 「戦略の透明性」(transparencyofcorporatestrategy)と よぼう。戦

略の透明性 とは財務諸表だけではうかがい知れない将来に向けた経営戦略の方

向性を客観的に把握することが可能 となる状況をいう。この透明性は将来に向

けて企業が進む方向性を示すことを目的とする(future-orientedtransparency)。

事後的な業績報告だけではな く,企 業の将来見通 しや事業戦略などについての

経営者の見通しなどが財務報告 に反映されると,戦 略の透明性は高まる。

すなわち上記の両側面から透明性は考えることができ,両 者は相互に左右 し

あう関係 にある。実態の透明性 は現時点における企業の実態 を,戦 略の透明性

は経営者が会社の将来に託す戦略的な意味が浮 き彫 りになることを意味する。

会社分割会計の適用は,会 社の未来図が描かれる側面において 「戦略の透明性」



326 商 学 討 究 第54巻 第1号

が高まる会計処理と考えられるのである。

先の設例に沿 って考えると,事 業 を分割 した結果企業グループの将来的な見

通 しは改善 したといえよう。 しか も会社分割には経営者の意思が込め られてお

り,連 結財務諸表上は大 きな変化が見 られなくとも,将 来に向けて企業が進む

方向性,す なわち戦略が浮き彫 りになる。ここに考える戦略とは,組 織構造の

改編を伴 う事業戦略や経営戦略そのものを意味する。財務報告にこうした情報

が反映されるようであると,戦 略の透明性は高 まった と評価できる。

ジェンキンス ・リポー トにおいて提案 された 「ビジネス リポーテ ィング」

(businessreporting)は その方向性 を示唆す る。透明性の向上はひいては企

業価値の向上にも結びつ く可能性を秘めている。上記の両側面か ら透明性は考

えることができ,両 者は相互に左右 しあう関係にある。

図12実 態の透明性と戦略の透明性の相互作用
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会社結合(businesscombination)と 会社分割(divestitures)は 実態の透明

性を高めるのとともに,戦 略の透明性 を高める手法の一つ と考えられる。会計

情報 として適正 に開示(disclose)す る必要がある。透明性の向上はひいては

企業価値の向上にも結びつ く可能性を秘めている。

6.今 後の課題と可能性

会社分割会計制度がある程度整備 されたため,今 後も柔軟 に会社分割 に取 り

組む企業は増加するであろう。従来あった会社分割制度(現 物出資,財 産引受,

営業譲渡,事 後設立等)は 調査役の検査が必要など時間がかか り複雑であった。

新 しい制度のもとでは,分 割手続を比較的容易に行 えるようになるという利点

も大 きい。特に本稿の設例のように,連 結組織内での企業再編については簿価

引継法が認め られたので,会 計的にも実行 しやす くなったといえる。

一方で研究報告は 「取得」 を目的とした会社分割以外の売買処理法の適用を

極めて狭 く限定 している。 これについてはやはり問題があろう。税法上は適格

分割については簿価での引継 ぎを認めているものの,企 業会計上はもう少 し時

価評価の範囲を広げて もいいように思われる。具体的に言えば売買処理法に沿

って資産負債について公正価値評価を適用 した会社分割を行 う余地を増やすべ

きではないかと思われる。実際には会計処理法の判定(par.30)に もあるよ

うに,売 買処理法が適用されるのは企業結合時に限定されてしまっている。た

とえばアメリカ財務会計基準書141号 「企業結合」では合併 ・分割 ・買収時に

はパーチェス法を原則的に適用することになっている。

この基準書をそのまま受け入れるか どうか については議論が分かれるもの

の,参 考にする点は多い ように思われる。

以上会社分割会計を通 じて戦略の透明性が高 まるとい う点を指摘 したが,こ

れについてはやは り多少無理があることは否めない。この概念が果たして妥当

なものかについてまだまだ検討が必要である。 これについては今後の課題とな

る。この議論についてはさらなる検証 を重ねた上で会社結合及び分割の会計基
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準設定を待ちたい。 また今後の調査 の可能性 として,会 社分割が企業価値の増

加に本当に結びつ くかを検証 してみたい。透明性の向上が企業価値増大に結び

つ くとの研究結果は少なくないものの,そ れが我が国においても当てはまるか

は今後明らかにしていきたい。

本稿は2002年12月14日 憩南大学校1こて開催された会計研究所設立5周 年記念

「会計における透 明牲(TransParenのyinAccounting)」 国際セ ミナーにお い

て発表 した原稿 を基 に した ものである。
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